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北
海
道
労
働
委
員

会
は
２６
日
、
日
本
郵

便
（
株
）
が
雇
い
止
め

撤
回
団
体
交
渉
を
拒

否
を
す
る
の
は
不
当

労
働
行
為
と
認
定
し
、

「
交
渉
に
応
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の

命
令
を
出
し
ま
し
た
。 

団
交
拒
否
は
不
当 

 

苫
小
牧
郵
便
局
の

期
間
雇
用
社
員
３
人

が
雇
止
め
さ
れ
、
郵
政

産
業
ユ
ニ
オ
ン
苫
小

牧
支
部
が
雇
い
止
め

を
撤
回
す
る
よ
う
団

体
交
渉
を
申
し
入
れ

ま
し
た
が
、
郵
便
局
側

は
「
労
働
協
約
事
項
に

な
い
」
と
し
て
拒
否
。

苫
小
牧
支
部
と
道
本

部
が
、
「
団
体
交
渉
に

応
じ
な
い
の
は
不
当

だ
」
と
し
て
、
救
済
を

北
海
道
労
働
委
員
会

に
申
し
立
て
て
い
た

も
の
で
す
。 

     

労
働
協
約
は
理
由
に
な
ら
ず 

道
労
働
員
会
は
、
雇
い
止
め
の
よ

う
な
「
個
別
的
人
事
権
の
行
使
に
関

す
る
事
項
」
は
団
体
交
渉
事
項
と
し

て
確
立
し
て
い
る
。
憲
法
２８
条
・
労

組
法
７
条
の
主
旨
か
ら
し
て
も
、

「
た
と
え
労
働
協
約
な
ど
労
使
の

合
意
」
が
あ
て
も
拒
否
で
き
な
い
と

断
定
し
ま
し
た
。 

                

             

法
律
違
反
は
重
大 

 

こ
れ
で
日
本
郵
便
（
株
）
は
「
労

働
協
約
」
を
盾
に
、
雇
い
止
め
撤
回

の
団
体
交
渉
を
拒
否
で
き
な
く
な

り
ま
し
た
。
た
だ
ち
に
交
渉
に
応
じ

る
べ
き
で
す
。
準
司
法
機
関
で
あ
る

「
労
働
員
会
」
が
、
日
本
郵
便
が
憲

法
・
労
組
法
に
違
反
す
る
「
不
当
労

働
行
為
」
を
犯
し
て
い
る
と
認
定
し

た
こ
と
は
重
大
で
す
。
労
働
委
員
会

の
救
済
命
令
は
交
付
日
か
ら
効
力

が
発
生
し
、
「
不
服
申
し
立
」
を
し

て
も
履
行
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

命
令
の
履
行
拒
否
は
で
き
ま
せ
ん
。

日
本
郵
便
（
株
）
は
政
府
百
％
出
資

の
会
社
で
あ
り
、
法
令
を
率
先
し
て

順
守
す
べ
き
で
す
。 

今
の
時
期
は
「
三
寒
四

温
」
と
表
さ
れ
る
。
寒
い

日
が
三
日
く
ら
い
続
く

と
、
そ
の
あ
と
に
比
較
的

暖
か
い
日
が
四
日
続
く

と
い
う
意
味
▼
今
年
の

札
幌
は
そ
の
「
寒
」
が
氷
点
下
に
な

り
「
温
」
も
一
〇
度
に
届
か
ず
、
全

体
的
に
低
い
。
積
雪
は
ま
だ
五
〇
セ

ン
チ
を
ゆ
う
に
こ
え
る
。
本
州
は
桜

の
開
花
が
例
年
に
な
く
早
く
、
五
〇

年
代
に
は
北
極
海
沿
岸
が
森
林
に

な
る
な
ど
と
、
地
球
温
暖
化
が
叫
ば

れ
る
中
、
北
海
道
は
ど
う
し
た
こ
と

か
▼
我
が
家
の
ま
わ
り
も
雪
の
山
。

ス
イ
セ
ン
・
フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
は
目
を

ふ
く
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
じ
っ
と
雪

の
重
さ
に
耐
え
て
い
る
。
四
月
中
旬

に
は
雪
が
消
え
、
五
月
五
日
に
は
サ

ク
ラ
の
開
花
が
予
想
さ
れ
て
い
る

が
信
じ
が
た
い
▼
山
の
様
子
は
ど

う
な
の
だ
ろ
う
。
今
年
は
山
菜
採
り

を
再
開
し
よ
う
と
目
ろ
ん
で
い
る
。

ま
ず
は
山
菜
の
王
者
、
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ

ニ
ン
ニ
ク
。
あ
の
香
り
・
歯
ご
た

え
・
食
感
は
こ
た
え
ら
れ
な
い
。
次

に
サ
サ
タ
ケ
ノ
コ
・
ウ
ド
・
フ
キ

等
々
▼
ア
ラ
還
ゆ
え
、
年
々
体
力
の

減
退
は
否
め
な
い
。
あ
と
何
年
山
菜

に
会
い
に
行
け
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず

は
ギ
ョ
ウ
ジ
ャ
ニ
ン
ニ
ク
で
体
力

を
つ
け
よ
う
。 
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日本郵便・日本郵便苫小牧郵便局不当労働行為事件 

（平成２３年道委不第２１号）命令書 
 

１ 当事者 

(1) 申立人郵政産業労働者ユニオン苫小牧支部（以下「組合苫小牧支部」という。） 

申立人郵政産業労働者ユニオン北海道地方本部（以下「組合道地本」という。） 

(2) 被申立人日本郵便株式会社（以下「承継会社」という。） 

被申立人日本郵便株式会社苫小牧郵便局（以下「承継会社苫小牧郵便局」という。） 

 

３ 命令主文 

１ 被申立人日本郵便株式会社は、申立人郵政産業労働者ユニオン苫小牧支部から、 

平成２３年８月２９日付けで申入れのあった組合員の雇止め撤回を議題とする団体 

交渉に応じなければならない。 

２ 被申立人日本郵便株式会社は、第１項記載の団体交渉を拒否することにより、 

申立人郵政産業労働者ユニオン苫小牧支部の運営に支配介入してはならない。 

３ 被申立人日本郵便株式会社は、申立人郵政産業労働者ユニオン北海道地方本部 

から、平成２４年２月２９日付けで申入れのあった組合員の雇止め撤回を議題とす 

る団体交渉に応じなければならない。 

４ 被申立人日本郵便株式会社は、第３項記載の団体交渉を拒否することにより、 

申立人郵政産業労働者ユニオン北海道地方本部の運営に支配介入してはならない。 

５ 被申立人日本郵便株式会社は、次の内容の文書を、縦１メートル、横１．５メ 

ートルの白紙にかい書で明瞭に記載し、被申立人日本郵便株式会社が設置する苫小 

牧郵便局の従業員出入口の見やすい場所に、本命令書写し交付の日から７日以内に 

掲示し、１０日間掲示を継続しなければならない。 

６ 申立人郵政産業労働者ユニオン苫小牧支部の被申立人日本郵便株式会社苫小牧郵便局に対

する申立てを却下する。             （北海道労働委員会ホームページより） 
 

工
藤
・
福
家
両
氏
の 

定
年
退
職
を
祝
う
会 

４
月
１３
日 

午
後
６
時
よ
り 

 

や
き
と
り 

お
で
ん 

 

      

北
４
条
西
４
日
興
ビ
ル
Ｂ
１ 

  

 

定年退職 

おめでと～ 


